
 

訪問介護サービス重要事項説明書 
サービスの提供開始にあたり、当事業者が説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人概要） 

法人名 (事業者名 )   社会福祉法人 富士市社会福祉協議会 

主たる事務所所在地   富士市本市場４３２－１ 

代表者(職名・氏名)  会長 渡邉 泰明 

設 立 年 月 日 昭和４１年１１月１日 

電 話 番 号 ０５４５－６４－６６００ 

 

２．事業所概要 

事 業 所 名   社会福祉法人 富士市社会福祉協議会 

所 在 地   富士市本市場４３２－１ フィランセ東館２階 

提供サービス及び 

介護保険事業所番号 
 訪問介護 ２２７２３０００６８ 

管理者及び連絡先 川添和江 ０５４５-６６-３２５１ 

サービス提供地域 富士市内 

 

３．事業の目的と運営方針 

事 業 所 名 社会福祉法人 富士市社会福祉協議会 

事 業 の 目 的 

 事業の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業

所の従業者が、要介護状態にある高齢者に対し、適切な訪問介護を提供することを

目的とします。 

運 営 の 方 針 

 事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、介護及びその他の生活全般にわたる援

助を行います。併せて、事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業

所、地域の保健医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努

めます。 

 

４．事業所の職員体制等                        令和６年４月１日現在 

職  種 従事するサービスの種類・業務 人   員 

管 理 者 事業の適切な管理運営   １名 

サービス提供責任者 利用者の適切なサービスを管理   ２名 

内訳 
介護福祉士 

訪問介護利用者への適切なサービス 

 ８名以上 

ホームヘルパー２級 ２名 

事 務 担 当 者 介護保険の請求等事務全般   1名以上 

 

５．営業日時 

営 業 日 年末年始（１２月２９日から１月３日）以外 

営 業 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

   ※本人及び家族の状況によって、サービスの調整を行いますのでご相談下さい。 

 

 



 

６．サービスの内容                                                            

（１）「訪問介護」は、利用者の居宅において訪問介護員（ホームヘルパー）その他政令で定める者

を派遣して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援を行うサービスです。 

（２）事業所は、下記のサービス内容区分の中から選択されたサービスを指定の時間帯に提供しま

す。 

（３）サービス提供にあたっては、訪問介護計画書に沿って計画的に提供します。 

（４）サービス内容は下記の内容区分から選択となりますが、利用者の希望を確認したうえで実施

します。 

 

   【主なサービス内容】 

＜身体介護＞                        ＜生活援助＞ 

・起床介助        ・食事介助              ・調理 

・就寝介助         ・体位変換              ・洗濯 

・排泄介助         ・服薬介助              ・住居の掃除 整理整頓 

・衣服の脱着        ・通院等外出介助        ・買い物 

・整容介助        ・移動 移乗介助       ・薬の受取り 

・身体の清拭、洗髪  ・その他（          ） ・衣服の整理 被服の補修 

・入浴介助                                   ・ベッドメイク 

 

※ 次のようなサービスは、介護保険上のサービスとして提供することはできません。 

１)「本人の援助」に該当しないもの 

家族等のための洗濯・調理・買い物・布団干し、主として利用者が使用する居室以外の掃

除、来客の応接（お茶の手配等）、自家用車の洗車等 

２)「日常生活の援助」に該当しないもの 

庭の草むしり、花木の水やりや剪定、犬の散歩等ペットの世話、家具等の移動、大掃除、

窓のガラス磨き、室内外家屋の修理、正月料理等の特別な調理等 

 

７．要望・苦情申立窓口の体制 

８時３０分から１７時１５分までは、事務所内に設置し、事業所の管理者及びサービス提供責任者

の職員が要望・苦情相談等の対応にあたります。 

苦情の申し出又は相談があった場合には､社会福祉法人富士市社会福祉協議会苦情取扱要鋼に定め

る手順に従い、迅速かつ丁寧に行います。 

 

苦情申立窓口 

利用者相談窓口 

事 業 所 名 社会福祉法人 富士市社会福祉協議会 

所在地・電話番号 富士市本市場４３２－１  ☎０５４５-６６-３２５１ 

管 理 者 川添和江 

介 護 保 険 課 所在地・電話番号 富士市永田町１－１００  ☎０５４５-５５-２７６７ 

福 祉 総 務 課 

福 祉 指 導 室 
所在地・電話番号 富士市永田町１－１００     ☎０５４５-５５－２８６３ 

静岡県国民健康

保険団体連合会 
所在地・電話番号 静岡市葵区春日２－４－３４☎０５４-２５３-５５９０ 

富士市介護保険課は介護保険制度全般に関すること、福祉指導室は事業者指導に関することに

ついての問い合わせ・相談に対応しています。 

 

８．事故発生時の対応 

サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を

講じ、速やかに市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。 

また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再

発生を防ぐための対策を講じます。 



 

なお、当事業所の介護サービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やか

に損害賠償をいたします。（当事業所は損害保険会社と損害賠償保険契約を結んでおります。） 

 

９．利用者負担金                                                                    

（１）利用者の方からいただく利用者負担金は、別紙 利用者負担金一覧表のとおりです。 

※利用者負担金は介護報酬改正や当施設の実績に基づき変更される場合がございます。その際

には速やかに文書にて説明させていただきます。 

（２）介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。 

（３）利用者の介護保険料の滞納等により、サービス利用料金全額の支払いが生じる場合がありま

す。 

 

１０．利用料金の口座振替 

利用料金(利用者負担金)の支払いについては、２０日頃郵送若しくはお届けする請求書（前月利用

料金）に基づき、利用者指定の金融機関の口座から月１回(毎月２７日)振り替えさせていただきま

す。ただし、現金払いを希望される方はお申し出下さい。 

 

１１．サービスの中止                                       

利用者がサービスの利用の中止（キャンセル）をする際には、事前に前述のサービス責任者若しく

は管理者までご連絡ください。  

事業者は、正当な理由がなく、サービスの提供を拒否することはありません。ただし、以下の場合

は、サービスを中止させていただきます。 

①介護給付等対象サービスの利用に関する指示を拒む等により、要介護状態等の悪化をもたらす場

合 

②不正な行為などによって保険給付を受けている、または受けようとした場合 

③下記のような行為があり、ハラスメントに該当するとみなされる場合 

・暴力又は乱暴な言動、無理な要求等、対象範囲外のサービスの強要  

・介護従事者の体を触るなど、セクシュアルハラスメントに該当する行為 

・介護従事者の個人情報の執拗な聞き出しやストーカー行為   など     

 

１２．業務継続計画（ＢＣＰ）の策定について  

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施・再開するための必要な措置

を講じます。  

①業務継続計画（ＢＣＰ）に関する責任者を選定しています。    責任者：川添和江 

②従業者に対する感染症や非常災害時において、業務を継続的に実施・再開するための計画等の策

定をし、研修及び訓練を実施しています。 

 

１３．感染症の予防及びまん延防止について  

事業者は、感染症の予防及びまん延防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。  

①感染症の予防及びまん延防止に関する責任者を選定しています。  責任者：川添和江  

②従業者に対する感染症の予防及びまん延防止を啓発･普及するための委員会の設置や指針の整備

をし、研修及び訓練を実施しています。 

 

１４．虐待の防止について  

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じま

す。  

①虐待防止に関する責任者を選定しています。           責任者：川添和江 

②成年後見制度の利用を支援します。 

③従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための委員会の設置や指針の整備をし、研修及び訓練

を実施しています。 

④サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。                                      

 

 



 

１５．ハラスメント行為防止について 

適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、ハラスメント行為への対策を講じます。 

 

１６．身体拘束等の摘正化の推進について  

利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を禁止とし身体的拘束等を行う場合は、その状態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急をやむ得ない理由を記録します。 

 

１７.秘密保持の遵守、個人情報の使用について 

事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく第三者に

漏らしません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。 

事業者は、利用者の個人情報について「個人の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医

療・介護関系事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱

いに努めるものとします。  

事業者は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から

予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、

他事業所等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。 

 

１８．その他  

サービス従事者に対する贈り物や飲食等のもてなしは遠慮させていただきます。 

 

１９．福祉サービス第三者評価の実施状況  

第三者による 

評価の実施状況 

１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり   ２ なし 

２ なし 

 

 事業者は、重要事項説明書に基づき、訪問介護事業について説明しました。 

 

     令和  年  月  日 

 

                             事 業 所 社会福祉法人 富士市社会福祉協議会  

 

                                          説 明 者                    

 

私（利用者）は、重要事項説明書に基づき、訪問介護事業の説明を受け、同意しました。 

令和  年  月  日 

                                         <利用者>                    

 

<家族の代表>                  

 

<代理人>                    

 

<本人との続柄>          


